
１．清掃箇所（※別添図面参照）
（１）庁舎周辺の清掃
（２）花壇の花・木の手入れ
（３）上記以外に財政課の指定する場所

２．清掃曜日及び時間帯
（１）週３日
（２）１日７時間

庁舎周辺清掃作業仕様書　



総合庁舎周辺清掃作業
（緑着色部分）

周辺清掃（週３回）
・ごみ拾い
・花壇の花等の手入れ

芝刈り（年６回）
5月、7月、9月、11月
1月、3月


